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「平成２９年度第１回ＯＣＵＳＡ常任理事会」議事録 rev.2

日 時：平成 29 年 4 月 25 日(月)午後 6 時 30 分～8 時 30 分

場 所：大阪市立大学文化交流センター 小セミナー室

出席者：神門会長、杉本副会長、柴田副会長、吉田副会長、飯沼、桑原、若杉、笹部、

島田、石川、坂本、寺川、松島、山本（孝）、松山、小向、小宮、山本（和馬）、藤本、蔵本、

江島（体育会幹事長）

記 録：山本（孝）

１．スポーツフェスタ実施報告

1) ソフトボール部：平成 28年 8月 28 日(日) に本学軟式野球場および南食堂横の多目的室にて

開催。清風南海高校から高校生５名と監督 1名を招待して、合同練習、および昼食交流会を

行う。今春から 2部に昇格。1 昨年スポーツフェスタ参加者が 1 名入部。

→ 経費 35,026 円(傷害保険 1,600 円他)に対して、17,500 円を補助する。

２．平成 29年度のＯＣＵＳＡ活動方針（神門会長）

１） ＯＣＵＳＡは市大スポーツの発展と振興を目指して発足したが、実体との差異も感じられ

マッチングをはかりたい。

２）体育会系クラブが 60 程度存在するが、ＯＣＵＳＡに加盟しているクラブは１９クラブ。６割以上の

加盟率を目指したい。どうも会費負担が重荷になっているようだ。

３）スポーツフェスタは経験者の確保を目指しているが、学生がこのようなイベントを開催することは

社会性を身につけるために有効と考えられる。硬式テニス部も市民対象の講習会を開催

している。教育後援会もスポーツフェスタの効果を認め、資金面での援助を検討している。

教育後援会の資金援助が実現すれば、スポーツフェスタをＯＣＵＳＡと教育後援会の共催

としたい。

４）加盟クラブを増やすために、ＯＣＵＳＡへの加盟費を現行５万円から２万円程度に引き下げたい。

→加盟費０円を目標とする案もあるが、加盟費０円だとＯＣＵＳＡの主体性がなくなるのでは？

５）平成２９年度のゴルフコンペは、全学に広げる意味もありＯＣＵＳＡと全学同窓会の共催とする。

全学同窓会の了解は取れている。10 月２６日に開催されるが、荒川学長も参加を表明。

６）表彰については、ＯＣＵＳＡと教育後援会が個別に行っているが、これらを統合したい。これに

ついては、大学当局等関係者と相談する。

７）体育会、ＯＢ会組織の強化については、京都大学が参考になるのでは？今後調査したい。

３．平成 28 年度収支決算案・平成 29年度予算案（飯沼会計）

１）飯沼会計より、平成 28年度一般会計収支決算報告の説明があり承認される。

２）西本・田中基金については、平成 28年度に全天候型グラウンドＰＪでちらし作成費等で使用

したが、今後は基本的に使用しない方向で進める。

３）飯沼会計より、平成 29年度一般会計予算（案）の説明があり、一部記入ミスを修正し承認
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される。

29 年度予算繰越金：1,283,808（誤）→1,481,107（正） 繰越金収入：10,000（誤）→0（正）

合計：2,383,908（誤）→2,581,207（正）

ただし他機関からの資金面での支援が得られれば、年会費を 2 万円とした予算案B と

したいのでご了承頂きたい。その場合は B 案をメール等で理事の皆様に連絡します。

４．平成 29 年度常任理事会および理事会役員・役割分担

１）変更点（常任理事）

剣友会（剣道部） 湊 勝比古 →松島 清 役割：新規加盟促進

2)追加（常任理事）

桑原 伸介 （医学部ラグビー部） 役割：スポーツ施設・環境整備

寺川 博之 （サッカー部） 役割：スポーツ施設・環境整備

3）削除（常任理事）

戸村 郁夫 爽球会（硬式野球部）

出崎 敦史 爽球会（硬式野球部）

大塚 憲二 ＯＢラグビークラブ

５．その他

１）サッカー部寺川氏から OCUSAへの復帰したい旨申し出があり、了承された。

２）全天候型グラウンドプロジェクト報告（吉田祐一副会長）

・関連組織は、大学、教育後援会、全学同窓会、体育会、ＯＣＵＳＡで発注者は大学。

・グラウンドに寄付者名のプレート設置と、グラウンドの命名権は認められる。

・4 月 27 日に関連者の第一回目のミーティングが開催される。

・ダンロップ、積水化学工業も人工芝整備に名乗りを上げる。

３）ボート部のネガティブ・キャンペーン（松山妃奈）

・4 月中旬、ＬＩＮＥを通して、新入生に対するボート部へのネガティブ・キャンペーンが発生。

・金が掛かる、留年、しんどい等事実に反する内容多い。

・大学当局に報告し、改善を求める。

→柴田副部長が、中傷メールへの対応を含めた対策メールを作成しボート部送付

（法律の専門家を通じて警察に被害届けを提出し、犯罪行為が立証されれば刑事告訴）

※次回の常任理事会は、6月 5日(月)18時 30分より行います。会場は、大阪市立大学文化交流センター(小セミ

ナー室)です。

以上


